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 都市交通マスタープランの目的・概要  
由利本荘市都市交通マスタープランは本市の将来都市像及び将来交通計画について、

上位計画である「由利本荘市総合計画」、「都市計画区域マスタープラン（秋田県）」、

「由利本荘市都市計画マスタープラン」で定められた基本方針と整合をとりながら、都市

の将来交通体系を明らかにし、今後実施する施策や都市計画道路の見直し方針を具体化し

ていく計画である。 

 

１ -１ .都市交通マスタープランの立案までの流れ  

 都市交通マスタープランの策定の主な流れは、①都市の交通実態を明らかにするための

交通量調査やパーソントリップ調査など実態調査の実施、②自動車の保有台数や人口等の

統計資料やアンケート調査の整理による現況分析、③現況及び将来の自動車交通量の予測

の実施による将来交通計画の具体化である。 

 

 

出典：総合都市交通体系調査の手引き（案）p.25 より_平成 19 年 9 月_国土交通省 
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１ -２ .都市交通マスタープランの位置づけ  

 都市交通マスタープランは、都市計画道路網の見直しや都市交通に関する基本的な方針

を示すものである。 

 また、都市交通マスタープランは都市交通を対象としていることから、主に都市計画道

路の決定が行われている都市計画区域（本荘地域）内を対象とする。 
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１ -３ .都市交通マスタープラン立案までの経緯  

 

【平成 27 年度】 

・全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

日本全国の道路と道路交通の実態を把握し、道路の計画や建設、管理などについての

基礎資料を得ることを目的として、国が全国的に実施している統計調査。  

・由利本荘市交通量調査（市内 12 箇所） 

道路交通センサスで把握される OD 表を実際の交通量に整合させるとともに、次年度以

降の交通量推計における信頼性向上を図る指標となる本市市街地の交通量を観測した。 

・由利本荘市交通行動アンケート（市民約 8 千人） 

自動車を対象とした道路交通センサスの実施に合わせて、鉄道・バス・徒歩等の交通

手段の利用も含めた市民の交通行動を把握するため、15 歳以上の市民約 8 千人を対象に

アンケート調査を実施した。  

 

【平成 28 年度】 

・第１回由利本荘市都市交通マスタープラン策定委員会（H28.10.31）※以下、委員会 

①現況分析 

既存資料などから本市の現況について分析を行った。 

②H27 交通行動アンケート結果からの交通課題の抽出  

交通行動アンケート結果から本市の交通課題を分析し抽出を行った。  

③交通量推計の方針  

H27 交通行動アンケートの結果を国が実施した道路交通センサスのデータと統合し

て分析することで交通量推計結果の精度向上を図った。 

○都市計画マスタープラン策定（H22.4） 

スクリーンライン・本荘都市計画区域断面交通量調査 

交通行動アンケート調査 

現況交通量推計(OD 表・ネットワーク作成含む) 

現況分析(社会・経済現況、交通現況) 

交通課題抽出 

将来交通量推計(OD 表・ネットワーク作成含む) 

将来交通分析 

交通計画策定(骨格道路網・個別課題計画) 

～H26 年度 

企画・準備 

H27 年度 

実態調査等 

H28 年度 

現況分析等 

H29 年度 

マスタープラン

立案等 
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・第２回委員会（H29.3.10） 

①上位計画・関連計画からの交通課題の抽出  

「由利本荘市総合計画」や「由利本荘市都市計画マスタープラン」などの上位計画、

「由利本荘市地域公共交通網形成計画」、「由利本荘市地域防災計画」などの関連計

画から、都市交通に関する基本方針や課題を抽出した。  

②現況交通量推計  

H22 道路交通センサスの OD 表と H27 交通行動アンケート結果を統合した OD 表を

もとに、現況交通量の推計を行った。  

 

【平成 29 年度】 

・第３回委員会（H29.9.15） 

①将来交通量推計  

H17 道路交通センサスに基づく将来 OD 表を用いて将来交通量推計を行った。  

②路線評価方法の確認  

都市計画道路の見直しにあたり、「秋田県都市計画道路見直しガイドライン（案）_

Ｈ17.5」に基づき、路線（区間）ごとの必要性及び実現性について評価した。  

・第４回委員会（H30.1.25） 

①路線の評価 

ガイドラインに基づいて都市計画道路の未整備区間について、区間ごとに必要性と

実現性の評価を行った。  

②都市計画道路の見直し（案）  

交通量推計に基づいて算出した現況、将来の交通量や混雑度（＝交通量／道路の交

通容量）、ガイドラインに基づく都市計画道路の評価結果を基に、都市計画道路網の

変更方針について案を作成した。  

③交通課題への対応方針  

これまでに整理した都市交通に関する課題について対応方針をとりまとめた。  

・第５回委員会（H30.2.28） 

これまでに委員会で検討及び審議した内容を本市都市交通に関する基本方針となる

「都市交通マスタープラン（素案）」としてとりまとめた。  


